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出
産
時
の
会
費
免
除
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
十
二
月
六
日
会
規
第
八
十
四
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
会
則
第
九
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
会
員
の
出
産
時
に
お
け
る
会
費
及
び
特
別
会
費
（
以
下

「
会
費
等
」
と
い
う

）
の
免
除
に
関
し
、
会
費
等
の
免
除
期
間

。

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
基
準
月
」
と
は
、
出
産
前
に
行
わ

れ
る
会
費
等
の
免
除
の
申
請
（
以
下
「
免
除
申
請
」
と
い
う

）。

に
あ
っ
て
は
出
産
予
定
日
の
属
す
る
月
を
い
い
、
出
産
以
後
に
行

わ
れ
る
免
除
申
請
に
あ
っ
て
は
出
産
日
（
流
産
又
は
死
産
の
と
き

は
、
そ
の
日
）
の
属
す
る
月
を
い
う
。

（
免
除
期
間
）

第
三
条

出
産
時
に
お
け
る
会
費
等
の
免
除
期
間
は
、
基
準
月
の
前

月
か
ら
翌
々
月
ま
で
の
四
か
月
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
、
基
準
月
の
前
々
月
か
ら
三
か
月
後
ま
で
の
六
か
月
間

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
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年
九
月
一
日
以
後
の
出
産
に
適
用
す
る
。


